
日 薬 業 発 第 9 7 号 

平成 30 年 6 月 18 日 

 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副会長 森 昌平 

 

副作用報告実施手順等の作成のための手引きについて（情報提供） 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

平成 30 年度診療報酬（調剤報酬）改定に伴う関係通知が発出されたことに

つきましては、平成 30 年 3 月 5 日付け日薬業発第 359 号ほかにてお知らせし

たところです。 

新設された「地域支援体制加算」の算定要件では、医薬品等に係る医療安全

情報の共有体制整備として「副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施す

る体制を有していること」等が求められています（平成 30 年 9 月 30 日まで経

過措置あり）。 

今般、本会では「医薬関係者の副作用報告ガイダンス骨子」（平成 28 年度厚

生労働行政推進調査事業補助金（厚生労働科学特別研究事業）研究代表者：東

京薬科大学薬学部 益山光一教授）を踏まえ、「薬局における医薬品・医療機

器等安全性情報報告制度への取組みについて（実施手順等の作成のための手引

き）」を作成し、平成 30 年 6 月 15 日付け日薬情発第 48 号にて発出したところ

であり、各薬局におかれましては、副作用報告に係る手順書を作成する際は当

該手引きを参考にして頂きたいと考えております。 

つきましては、貴会会員にご周知頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。 

なお、同資料につきましては、本会ホームページにも掲載されておりますこ

とを申し添えます。 

 

（日本薬剤師会 会員向け HP） 

会員向けページ > 各種資料（会員向け） 

薬局における医薬品･医療機器等安全性情報報告制度への取組みについて 

http://nichiyaku.info/member/siryou/default.html 

 


